
水質汚濁防止法第３条第３項に基づく排水基準に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和５年３月29日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

静岡県条例第20号

水質汚濁防止法第３条第３項に基づく排水基準に関する条例の一部を改正する条例

水質汚濁防止法第３条第３項に基づく排水基準に関する条例（昭和47年静岡県条例第27号）の一部を次の

ように改正する。

別表第４(1)の表中

「

」

を

「

昭和52年

１月１日

以後にお

いて設置

される特

定事業場

（昭和51

年12月31

日におい

て既に特

定施設の

設置の工

事に着手

している

ものを除

く｡)に係

るもの

パルプ、紙又は紙加工品の製

造業に属し、かつ、その設置

が中小企業の新たな事業活動

の促進に関する法律（平成11

年法律第18号）第17条第２項

に規定する承認経営基盤強化

計画に従って実施される経営

基盤強化事業の対象となった

特定事業場に係るもの

60 80 60 80 40 60 70 90 50 70

と畜業に係るもの 30 40 30 40 70 90 30 40 70 90

し尿処理施設を設置する特定

事業場（他の特定施設を併設

するものを除く｡)に係るもの

30 40 30 40 70 90 30 40 70 90

下水道終末処理施設を設置す

る特定事業場に係るもの
20 25 20 25 50 70 20 25 50 70

その他のもの
20 25 20 25 20 30 20 25 20 30

昭和52年

１月１日

以後にお

いて設置

される特

定事業場

（昭和51

と畜業に係るもの 30 40 30 40 70 90 30 40 70 90

し尿処理施設を設置する特定

事業場（他の特定施設を併設

するものを除く｡)に係るもの

30 40 30 40 70 90 30 40 70 90

下水道終末処理施設を設置す

る特定事業場に係るもの
20 25 20 25 50 70 20 25 50 70

その他のもの



」

に改める。

別表第11中

「 「

を に、

」 」

「

その

他の

水域

に排

出さ

れる

もの

染色整理業に属

し、かつ、その

設置が中小企業

の新たな事業活

動の促進に関す

る法律第17条第

２項に規定する

承認経営基盤強

化計画に従って

実施される経営

基盤強化事業の

対象となった特

定事業場に係る

もの

１日の平均的な排

出水の量が3,000立

方メートル以上で

ある特定事業場に

係るもの

20 25 30 40 ― ― ― ― ―

１日の平均的な排

出水の量が1,000立

方メートル以上

3,000立方メートル

未満である特定事

業場に係るもの

30 40 30 40 ― ― ― ― ―

１日の平均的な排

出水の量が1,000立

方メートル未満で

ある特定事業場に

係るもの

60 80 40 50 ― ― ― ２ ―

１日の平均的な排出水の量が100立方メー

トル以上である特定事業場に係るもの

１日の平均的な排出水の量が100立方メー

トル未満である特定事業場に係るもの

１日の平均的な排出水の量が50立方メー

トル以上である特定事業場に係るもの

１日の平均的な排出水の量が50立方メー

トル未満である特定事業場に係るもの

年12月31

日におい

て既に特

定施設の

設置の工

事に着手

している

ものを除

く｡)に係

るもの

20 25 20 25 20 30 20 25 20 30



県から共同施設

資金等の貸付け

を受けて事業協

同組合等が設置

する特定事業場

（当該事業協同

組合等のすべて

の組合員等が自

己の設置する１

以上の特定事業

場（昭和48年３

月31日において

染色整理業に属

しているものに

限る｡)の染色整

理業の用に供す

るすべての特定

施設を廃止する

場合における当

該事業協同組合

等が設置する特

定事業場に限

る｡)で、染色整

理業のみに属す

るもの若しくは

他の特定事業場

から排出される

水（公共用水域

に排出されるも

のを除く｡)の処

理施設（染色整

理業のみに属す

る他の特定事業

場から排出され

る水のみの処理

施設に限る｡)を

１日の平均的な排

出水の量が8,000立

方メートル以上で

ある特定事業場に

係るもの

20 25 30 40 ― ― ― ― ―

１日の平均的な排

出水の量が3,000立

方メートル以上

8,000立方メートル

未満である特定事

業場に係るもの

30 40 30 40 ― ― ― ― ―

１日の平均的な排

出水の量が1,000立

方メートル以上

3,000立方メートル

未満である特定事

業場に係るもの

50 70 40 50 ― ― ― ― ―

１日の平均的な排

出水の量が1,000立

方メートル未満で

ある特定事業場に

係るもの



」

を

「

設置するもの又

は他の特定事業

場から排出され

る水（公共用水

域に排出される

ものを除く｡)の

処理施設を設置

する特定事業場

（昭和48年３月

31日において染

色整理業のみに

属している他の

特定事業場から

排出される水の

みの処理施設を

設置するものに

限る｡)に係るも

の

70 90 50 70 ― ― ― ２ ―

その

他の

水域

に排

出さ

れる

もの

県から共同施設

資金等の貸付け

を受けて事業協

同組合等が設置

する特定事業場

（当該事業協同

組合等の全ての

組合員等が自己

の設置する１以

上の特定事業場

（昭和48年３月

31日において染

色整理業に属し

ているものに限

る｡)の染色整理

１日の平均的な排

出水の量が8,000立

方メートル以上で

ある特定事業場に

係るもの

20 25 30 40 ― ― ― ― ―

１日の平均的な排

出水の量が3,000立

方メートル以上

8,000立方メートル

未満である特定事

業場に係るもの

30 40 30 40 ― ― ― ― ―

１日の平均的な排

出水の量が1,000立

方メートル以上

3,000立方メートル

50 70 40 50 ― ― ― ― ―



業の用に供する

全ての特定施設

を廃止する場合

における当該事

業協同組合等が

設置する特定事

業場に限る｡)

で、染色整理業

のみに属するも

の若しくは他の

特定事業場から

排出される水

（公共用水域に

排出されるもの

を除く｡)の処理

施設（染色整理

業のみに属する

他の特定事業場

から排出される

水のみの処理施

設に限る｡)を設

置するもの又は

他の特定事業場

から排出される

水（公共用水域

に排出されるも

のを除く｡)の処

理施設を設置す

る特定事業場

（昭和48年３月

31日において染

色整理業のみに

属している他の

特定事業場から

排出される水の

みの処理施設を

未満である特定事

業場に係るもの

１日の平均的な排

出水の量が1,000立

方メートル未満で

ある特定事業場に

係るもの

70 90 50 70 ― ― ― ２ ―



」

に改め、同表備考12中「及び「５」」を削る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

設置するものに

限る｡)に係るも

の


